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関 係 法 令

法 律

第172号 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改
正する法律 38. 12. 20官報

第182号 義務教育諸学校の教科 用 図書の無償措置に関
する法律 38.1 2. 21 " 

省 令

文部第 24 号 日本学校安全 会法施行規則の一部を改正
する省令 38.1 2. 3 官報

大蔵第 60 号 支出官事務規程等の一部を改正する省令
38. 12. 7 " 

労働第 21 号 電離放射線障害防止規則 38.1 2. 28 " 
規 員。

人事院 1- 4 現行の法律， 命令及び規則の廃止の一部
を改正する規則

，， 9- 6 俸給の調整額の一部を改正する規則
，， 9- 7 俸給等の支給の一部を改正する規則
’F 9- 8 初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改

正する規則
" 9- 13 休 職者の給与の一部を改正する規則
,, 9- 17 俸給の特別調整額の一部を改正する規則
" 9- 22 暫定手当の一部を改正する規則j
，， 9- 24 通勤手当の一部を改正する規則
" 9- 30 特殊勤 務手当の一部を改正する規則

報 第4 9号

。 9-40期末手当及び勤 勉手当に関する規則
。 9-41 最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え

に関する規則
以 上 38.12. 20官報

官庁報告

人事院 事務総局 昭和38年度国家公務員採用 東海・北陸
地方初級試験合格者 38. 12. 16官報

学 内 規 程

富山大学学則の一部改正

富山大学学則の一部を次のように改正する。
昭和38年11 月12日

富山大学長 横田嘉右衛門

別表（第1 ）中， 薬 学部の項 を次のように改める。

薬 化学講座， 薬 品分析化学講座， 生
薬 学講座， 薬 品物理化学講座， 薬 品

薬 学部 薬学科 合成化学講座， 衛生化学講座， 薬剤
学講座， 薬 剤製造学講座， 薬 品生物
化学講座， 薬 物学講座

附則の次に次の附則を加える。
附 員Jj （昭和38年11 月12日改正）

この学員lJ （改正）は， 昭和38年1 1月12日か ら実施する。

富山大学工学部規程のー部改正

富山大学工学部規程の一部を次のように改正する。
昭和38年1 2月21日

富山大学長 横田嘉右衛門

別表（1）中， 工 業化学科の表の次に次の表を加える。
工 業化学科（ 化学工学を専攻する者の授 業科目 及び単

位数 ）

授 業 科 目 同日｜｜ 授 業 科 目 ｜ 単 位 数

専攻科目 関連科、自
有 機 化 学 4 応 用 数 学 2 
無 機 化 学 4 応用数 学特論 2 
分析 化 学 4 応 用 物理学 5 
物 理 化 学 4 電気工 学概論 3 
熱 工 学 4 機械 工 学概論 3 
輸 送 現 象 4 金属工 学概論 3 
反 応 工 学 2 工 業 英 語 2 
単位操作 第l 2 
単位操作 第 2 2 

体 育｜ 1 

71く 力 学 2 
流 体 力学 3 
材料 力学 5 
機 構 学 3 
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(1）体育館の使用計画に関すること。
(2）体育館の運営そ の他 に関するとと。
（組 織）

第 3条委員会は， 次の委員で組織する。
(1）教育学部長
(2）学 生 部 長
(3）事 務局長
(4）保健体育担当教官 2名
(5）各学部教官 各 1名
(6）短期大学部教官 1名
（任 期）

第 4 条 前 条 第 4号， 第5号及び第6号の委員の任期は，
2年 とする。 ただし， 再任を妨げない。
補欠委員の任期は， 前 任者の残任期間とする。
（議 事〉

第5 条 委員会に委員長をおく 。 委員長は教育学部長とす
る。

委員長は， 委員会を招集し， その議長となる。 委員長
に事故があるときは， 委員長の指名する委員が， その職
務を代行する。

第6 条 委員会は， 構 成員の3 分の2 以上の出席がなけれ
ば， これ を聞く ことができない。

2 議決は， 出席者の過半数 の同意を必要とする。
第7 条 委員会に幹事若干名をおく。
2 幹事は， 委員長の指揮をうけ， 委員会に関する事務を

処理する。
附 則

この規則は， 昭和38年 12月2 1日か ら施行する。
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第 49 号

機 械 設 計法
化学機械 第 1
化学機械 第2
プロセ ス制御
有機合成

工業化学
酸・アJレカリ

肥料化学
応用触媒化 学
応用

コロイド化学
プロセ ス設 計
計 画 数 学
金 属材料学
品質管 理
安 全 工 学
反応工学特論
工 場 経 営
工 程 管 理
化学工学

設計製図第1
化学工学

設計製図第2
化学工 学 特論
工業 化 学特論
化学機 械 特論
工業分析

化学実験
工業物理

化学実験
有機化 学実験
化学工 学 実 験
化学 工学輪読
卒 業 論 文

2 

（議 題）
1. 富山大学工学部規程の一部改正について。
2. I/ 体育館運営委員会規則の制定について。
3 .  国立大学の学科及び課程並びに学科目に関する省令

原案について。
（報告事項 ）
1 .  富山工業高等専門学校長の内定について。
2. 国立大学協会第3 0回総会等について。

議A 
コ：；；；

(12月 1 3日〉会

諸

議評第10回

化学工学特論， 工業化学特論及び化学機械特論の単
位数 は必要に応じて定める。

附則の次に次の附則を加える。
附員IJ （昭和 38年 12 月2 1日改正〉

との規程（改正） は， 昭和38年 12 月2 1日か ら実施し， 昭
和 37年 10月 1 Bか ら適用する。

備考

富山大学体育館運営委員会規則の制定

富山大学体育館運営委員会規則を次のように制定する。
昭和38年 12 月2 1日

横田嘉右衛門

富山大学体育館運営委員会規則
（目 的〉

第 1 条 本学における体育館の円滑な管理運営を期するた
め， 富山大学体育館運 営 委 員 会（以下「委員会」とい
う。 ） をおく 。
（任 務）

第2 条 委員会は， 次の事項 を審議する。

富山大学長
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昭 和 3 8 年12月報

動異事人

｜発令年月日｜発
I 38.12.10 I 文 部 省

I ss.1 2.16 I 富山大学

I " I 
I 38.12.31 I 
I " I 
I " I 
I 39 . 1. 1 1 
I " I 
I " I 
I " I 
I " I 
I " I 
I " l 
I " I 
I " I 
I " I 
I " I 
I " I 
I " I 
I " I 
l ,, I 
I " I 

庁ρ、μ 
r.'与す，谷内動

助教授に昇任させる

異名

司令

氏

堀

東京医科歯科大学に出向させる子恭部阿

// 

。

。// 信中パニA、城
cu 左王

事 務 官
（会 計 課）
用 務 員
（会 計 課）
用 務 員
（薬 学 部〉
助 手
（文理 学 部）

。

技術員（施設課）に採用する

松 辞職を承認する

// 輔

安太郎

松

音量田
原

赤祖父

由同閏

。講師に昇任させる俊日南田
// 助手（工学部）に採用する介寿倉笹

文部省教育学部事務長補佐に配置換する衛国島中

// 会計課課長補佐に昇任させる次勇島

富山大学庶務課文書係長に配置換する士口良林若

。職員係長に配置換する" 回藤

// 文理学部会計係長に配置換する5.& 井酒

。教育学部庶務係長に配置換する正f恵田吉

// 教育学部会計係長に昇任させる員lj行木高

// 

’v 

// 

経済学部庶務係長に昇任させる

会計課に配置換する

" 

与三次

調

樹

瞳

春

東

池

回

伊

土

中

// 技能員（施設課）に配置換する清井高

。事務員（経営短期大学部）に採用する雄山間

身用務員（会計課〉に採用する次金波笠

＃ 用務員（教育学部）に採用する男村福

恭
甲
不二雄

紀 子
域 阿喜子

藤
井
川
出
岩

部

助 手
技 官

佐
新
口

口口

。 西
事務補佐員

学工

，息

（旧姓・ 小西）
（ 。 八尾）

現 官 職 ｜
助 手 ｜
（文理 学 部）｜ 
事 務 員 ｜
（附属 図書館） ｜ 

課 長 補 佐｜
（会 計 課）｜
会 計 係 長｜『
（文理 学 部） I I 
庶 務 係 長｜
（教 育 学 部）｜ 
文 書 係 長｜
（庶 務 課）｜
会 計 係 長｜
（教 育 学 部） ｜ 
庶 務 係 長｜
（経 済 学 部） ｜ 
事 務 官｜
（会 計 課）｜
事 務 官｜
（教 育 学 部）｜ 
事 務 官 ｜
（文理 学 部）｜ 
事 務 員｜

（経営短期大学部）｜
用 務 員｜
（教育竺車） J 

消

阿喜子
優 子

員

城

崎

職

石

見

＜改 姓〉

工 学 部
事務補佐員

作昭藤

く住所変更〉

会 計 課
事務官 加

教 育 学 部
事務官 北 秀次郎
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第 49号

主 要 日 誌

｜竺－�1
12 月 5日 富山工専教員選考委員会

6日 高校・短 大・ 大学連絡協議会
7日 富山地区官公庁連絡協議会
9日 事務協議会

12日 学生寮懇談会
12・13日 福利業務担当官会議（大阪 大）
13 日 評議会（ 第1 0回）， 学部長懇談会

// 北陸3 大学学生体育連盟運営委員会
14日 科学教育研究室修了式
16日 生活協同組合理事会
17日 事務協議会
18日 スキー実習参加学生健康診断

12月 7日 富山哲学会
1 0日 係 長 会 議
11日 教 授 会

// 人事教授会
12日 「北アルプスを探る」講演と映画の会

学

｜薬学溺｜
12月 4日 教 授 会

14日 授業終了
16日 3 年次追再試験（24日まで〉
1�日 放射性同位元素応用研究室運営委員会

。 教 授 会
19 8 2年次学生実習終了

｜工 学 部｜
12月 4日 一般教授会

5日 インフルエンザ予防接種実施（ 第 2 回目）
11日 学部将来計画委員会
23 日 学部温交会の忘年会
25日 一般教授会及び専任教授会

｜附属図書館’
12月 2日 本館会計事務打合会

6日 会計事務実地監査
23日 時間外閲覧年 末休止

｜経営短期大学部｜

小笠原教授ほか
12月 5日 経済学部・短 大合同忘年会

6日 高校・短 大・ 大学連絡協議会
8日 短 大忘年会14日 「エスキモーの生活について」映写解説

明 大教授 岡
18日 真率会幹事会
// 人事教授会

19日 第1 0週授業終了

12月 4日 大学問題対策委員会
9日 人事教授会

1 1日 学部紀要編集委員会
。 教務委員会
。 教 授 会

19日 教官選考委員会

｜経済学部｜
12月 2日 会計事務監査

5日 教務委員会
// 教授会（ 第15回）

12日 人事教授会
19日 教授会（ 第16回）
。 40周年沿革史編集委員会

23日 冬期休業(1 月6 日まで）

正雄 11日 入試問題打合会
12日 経済学部・短 大合同委員会（人事）
20日 体育講義期末試験
23 日 授業終 了

諸 報

給与法の改正に ついて

第45回特別国会で給与法が一部改正， 12月20日付法律 第
174号をもって公布施行(10月1 日適用）された。

俸給表別表のうち， 関係分は次のとおり。
〈次 頁 参 照〉

昭 和 3 9 年1 月2 0 日

印刷所 安 倍 印 刷 阻
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00

 
20

,7
00

 
13

,6
00

 

6 
11

2,
60

0 
85

,6
00

 
60

,1
00

 
42

,7
00

 
34

,1
00

 
27

,6
00

 
22

,2
00

 
14

,3
00

 
7 

11
6,

30
0 

89
,1

00
 

62
,8

00
 

44
,5

00
 

36
,0

00
 

29
,4

00
 

23
,7

00
 

15
,2

00
 

8 
12

0,
00

0 
92

,6
00

 
65

,5
00

 
46

,3
00

 
37

.s
oo

 
31

,1
00

 
25

,3
00

 
16

,1
00

 
9 

12
3,

70
0 

95
,7

0b
 

68
,2

00
 

48
,1

00
 

39
,4

00
 

32
,8

00
 

26
,9

00
 

17
,0

00
 

10
 

98
,3

00
 

70
,7

00
 

49
,9

00
 

40
,8

00
 

34
,2

00
 

28
,4

00
 

17
,9

00
 

11
 

10
0,

30
0 

72
,7

00
 

51
,7

00
 

42
,1

00
 

35
,6

00
 

29
,5

00
 

18
,8

00
 

12
 

10
1,

80
0 

74
,7

00
 

53
,5

00
 

43
,3

00
 

36
,8

00
 

30
,6

00
 

19
,8

00
 

13
 

10
3,

30
0 

76
,5

00
 

55
,3

00
 

44
,2

00
 

37
,7

00
 

31
,7

00
 

20
,9

00
 

14
 

78
,0

00
 

57
,1

00
 

45
,0

00
 

38
,4

00
 

32
,4

00
 

21
,9

00
 

15
 

日
，8

00
45

,7
00

 
39

,1
00

 
33

,1
00

 
22

,5
00

 

16
 

60
,4

00
 

46
,4

00
 

39
,8

00
 

23
,1

00
 

17
 

61
,8

00
 

47
,1

00
 

23
,6

00
 

18
 

62
,9

00
 

特
16

0,
00

0 

①
 

l u ll  

罰 百 ω ∞ 抑 H N 泊

こ
の

表
は

，
機

器の
運

転
操

作
，

庁
舎

の
監

視
そ

の
他

の
庁

務
及

び
こ

れ
ら

に
準

ず
る

業
務

に
従

事
す

る
職

員
で

人
事

院
規

則
で

定
め

る
も

の
に

適
用す

る
。

備
考

付
こ

の
表

は
，

他
の

俸
給

表
の

適
用を

受
け

な
い

す
べ

て
の

職
員

に
適

用す
る

。
た

だ
し，

第
二

十
二

条
及

び
附

則第
三

項
に

規
定

す
る

職
員

を
除

く
。

∞
 

と
の

表
の

1等
級

の
特

号
俸

は
，

第
六

条
の

二
第

一
項

の
規

定
に

基
づ

く
人

事
院

規
則

で
指

定
す

る
官

職
を

占
め

る
職

員
の

み
に

適
用す

る
。

備
考



担 割 ω ∞ 命 H N 泊 中E 掛

医
療

職
俸

給
表

但）

�
 1等

級
2等

級

俸
給

月
額

俸
給

月
額

俸
給

月
額

俸
級

月
額

1 
29

,8
0円0 

22
,1

0円0 
15

,4
0円0 

12
,8

0円0 
2 

31
,8

00
 

23
,8

00
 

16
,3

00
 

13
,4

00
 

3 
33

,8
00

 
25

,8
00

 
17

,2
00

 
14

.0
00

 
4 

35
,8

00
 

27
,8

00
 

18
,1

00
 

14
,6

00
 

5 
37

,7
00

 
29

,7
00

 
19

,2
00

 
15

,4
00

 

6 
39

,4
00

 
31

,5
00

 
20

,5
00

 
16

,2
00

 
7 

41
,1

00
 

33
,3

00
 

21
,9

00
 

17
,1

00
 

8 
42

,7
00

 
35

,0
00

 
23

,3
00

 
18

,0
00

 
9 

44
,1

00
 

36
,6

00
 

24
,7

00
 

19
,0

00
 

10
 

45
,4

00
 

38
,0

00
 

26
,2

00
 

20
,1

00
 

11
 

46
.7

00
 

39
,4

00
 

27
,6

00
 

21
,2

00
 

12
 

48
,0

00
 

40
,4

00
 

29
,0

00
 

22
,3

00
 

13
 

49
,3

00
 

41
,2

00
 

30
,2

00
 

23
,4

00
 

14
 

50
,6

00
 

42
,0

00
 

31
,2

00
 

24
,4

00
 

15
 

51
,8

00
 

42
,7

00
 

32
,0

00
 

25
,3

00
 

16
 

52
,8

00
 

43
,4

00
 

32
,8

00
 

25
,8

00
 

17
 

53
,7

00
 

44
,1

00
 

33
,5

00
 

26
,3

00
 

18
 

54
,6

00
 

44
,8

00
 

34
,2

00
 

19
 

55
,5

00
 

45
,5

00
 

34
,9

00
 

20
 

56
,4

00
 

46
,2

00
 

21
 

57
,3

00
 

46
,9

00
 

22
 

58
,2

00
 

23
 

59
,1

00
 

24
 

60
,0

00
 

⑤
 

教
育

職
俸

給
表

恒）

�
 1

等
級

2
等

級
3

等
級

俸
給

月
額

俸
給

月
額

俸
給

月
額

1 
31

.2
0円0 

14
,3

0円0 
12

,8
0円0 

2 
33

,1
00

 
15

,4
00

 
13

,2
00

 
3 

35
,0

00
 

16
,7

00
 

13
，印

O
4 

36
,8

00
 

18
,0

00
 

14
,3

00
 

5 
38

,5
00

 
18

,9
00

 
15

,1
00

 
6 

40
,2

00
 

19
,8

00
 

16
,0

00
 

7 
41

,9
00

 
20

,8
00

 
17

， ��
� 

8 
43

.6
00

 
22

,3
00

 
18

, 
9 

45
,3

00
 

23
,8

00
 

19
,0

00
 

10
 

47
,0

00
 

25
,3

00
 

20
,0

00
 

11
 

48
,7

00
 

27
,2

00
 

21
,4

00
 

12
 

50
,4

00
 

29
,2

00
 

22
,8

00
 

13
 

52
,2

00
 

31
,1

00
 

24
,4

00
 

14
 

54
,1

00
 

33
,0

00
 

26
,0

00
 

15
 

56
,0

00
 

34
,8

00
 

27
,5

00
 

16
 

57
,9

00
 

36
,6

00
 

28
,9

00
 

17
 

59
,8

00
 

38
,2

00
 

30
,1

00
 

18
 

61
,7

00
 

39
,7

00
 

31
,3

00
 

19
 

63
,0

0 0
 

41
,1

00
 

32
,4

00
 

20
 

64
,3

00
 

42
,5

00
 

33
,3

00
 

21
 

6'5
,6

00
 

43
,9

00
 

34
,1

00
 

22
 

��，
90

0 
45

,3
00

 
34

,8
00

 
23

 
,0

00
 

46
,6

00
 

24
 

69
,1

00
 

47
,8

00
 

25
 

70
.0

00
 

49
,0

00
 

26
 

70
,9

00
 

50
,2

00
 

27
 

��，
40

0 
28

 
,5

00
 

29
 

53
,6

00
 

30
 

54
,7

00
 

31
 

55
,7

00
 

32
 

56
， �g

g 
33

 
57

, 
34

 
35

 
59

, 
36

 
60

,2
00

 

①
 

教
育

職
俸

給
表

付

I �
 1等

級
2等

級
3等

級
4等

扱
5等

級
6等

級

俸
給

月
額

俸
給

月
額

俸
給

月
額

俸
給

月
額

俸
給

月
額

俸
給

月
額

1 
94

,1
0円0 

47
.2

0円0 
33

，叩
円0 

27
, I 目0 回円0 。

18
,0

0円0 
13

,6
0円0 

2 
97

,8
00

 
49

.9
00

 
36

.5
00

 
30

, 
19

,2
00

 
14

.4
00

 

� 
10

1.
50

0 
52

.7
00

 
39

.1
00

 
32

. 
20

,4
00

 
15

,4
00

 
10

5,
20

0 
55

.5
00

 
41

.8
00

 
34

,9
00

 
21

, ig
g 

16
,4

00
 

5 
10

8.
90

0 
58

,3
00

 
44

.5
00

 
37

,3
00

 
23

, 
17

,5
00

 

6 
11

2,
60

0 
61

.1
00

 
46

,9
00

 
39

.7
00

 
25

·r8
8 

18
.6

00
 

7 
11

6,
30

0 
63

.9
00

 
48

,9
00

 
42

,1
00

 
27

, 
19

,9
00

 
8 

12
0,

00
0 

66
.7

00
 

50
.9

00
 

43
,9

00
 

29
,0

00
 

21
,5

00
 

9 
12

3.
70

0 
69

.5
00

 
52

,9
00

 
45

.6
00

 
31

,0
00

 
��，2

00
 

10
 

72
.3

00
 

54
,9

00
 

47
,3

00
 

33
,0

00
 

,0
00

 

11
 

75
.1

00
 

56
.9

00
 

48
.9

00
 

35
,0

00
 

26
,8

00
 

12
 

77
,9

00
 

58
,9

00
 

50
.5

00
 

37
,0

00
 

28
.7

00
 

13
 

80
,7

00
 

60
,9

00
 

52
. 1

00
 

39
,0

00
 

30
.6

00
 

14
 

83
.5

00
 

62
.9

00
 

53
.7

00
 

40
,4

00
 

32
 • .4

00
 

15
 

86
.2

00
 

64
,9

00
 

55
.3

00
 

41
,6

00
 

34
.2

00
 

16
 

88
.9

00
 

66
.7

00
 

��，
90

0 
42

,7
00

 
35

,7
00

 
17

 
91

, 1g
o 

68
.5

00
 

,5
00

 
43

,8
00

 
37

,0
00

 
18

 
93

, 
0 

70
,1

00
 

60
,1

00
 

44
,9

00
 

38
,1

00
 

19
 

g s
，�g

o 
71

,5
00

 
61

. rn
o 

46
,0

00
 

39
,2

00
 

20
 

97
, 

0 
72

,9
00

 
63

, 
0 

47
,0

00
 

40
,2

00
 

21
 

1 6 i
· i��

 74
.1

00
 

64
， �g

g 
48

,0
00

 
41

,1
00

 
22

 
75

.3
00

 
65

, 
49

,0
00

 
41

,9
00

 
23

 
10

3,
 

67
.2

00
 

49
,9

00
 

42
,7

00
 

24
 

68
.3

00
 

50
,8

00
 

43
.5

00
 

25
 

69
,3

00
 

51
,7

00
 

44
,3

00
 

26
 

45
,0

00
 

特
1

17
0,

00
0 

特
2

18
0,

00
0 

③
 

1 0 ！  

瀦 お 山叩

備
考

こ
の

表
は，

病
院，

療
養

所
，

診
療

所等
に

勤
務

す
る

保
健

婦
，

助
産

婦
，

看
護

婦
，

准
看

護
婦

そ
の

他
の

職
員

で
人

事
院

規
則

で
定

め
る

も
の

に
適

用す
る

。

こ
の

表
は，

中
学

校
，

小
学

校
，

幼
稚

園
及

び
これ

ら
に

準
ず

る
も

の
で

人
事

院
の

指
定

す
る

も
の

に
勤

務
す

る
校

長
，

園
長

，教
諭

，養
護

教
諭

，助
教

諭
，そ

の
他

の
職

員
で

人
事

院
規

則
で

定
め

る
も

の
に

適
用す

る
。

備
考

定 そ の 占 大 に

指 手 条 を ’ み

の 助 。 六 職 は の

院 ’ る 第 官 俸 の

事 師 す ’ る 号 も

人 講 用 は す の る

で ’ 適 俸 定 で め

の 授 に 号 指 ま 定

も 教 の 2 で 俸 で

る 助 も 特 則 号 則

ず ’ る び 規 幻 規

準 授 め 及 院 ら 院

に 教 定 俸 事 か 事

れ ’ で 号 入 。 俸 人

こ 長 則 1 く る 号 で

び 学 規 特 づ す 四 授

及 る 院 の 基 用 の 教

学 す 事 級 に 適 級 の

大 務 人 等 定 に 等 学

’ 動 で 1 規 み 2 大

は に 員 の の の の く 。

表 の 職 表 項 員 表 置 る

の も の の 二 職 の を す

こ る 他 こ 第 る こ 院 用

す の 二 め 学 適

付 同 伺

備
考


